
子
を
持
つ
母
親
か
ら「
上

の
子
が
中
学
生
に
な
る
と

３
人
目
の
保
育
料
が
無
料

で
な
く
な
る
」
と
相
談
の

声
が
党
市
議
団
に
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

鶴
岡
市
の
保
育
料
減
免

制
度
は
、
同
一
世
帯
に
小

学
生
以
下
の
子
ど
も
が
３

人
以
上
い
る
場
合
に
第
３

子
以
降
の
子
ど
も
の
保
育

料
を
無
料
に
す
る
と
い
う

も
の
で
、
第
１
子
が
中
学

校
に
入
り
小
学
生
以
下
が

２
人
に
な
れ
ば
減
免
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。

６
月
議
会
一
般
質
問
で
、

日
本
共
産
党
の
菅
井
巌
議

員
が
「
年
齢
制
限
を

歳
18

以
下
ま
で
拡
大
す
べ
き
だ
」

と
求
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
健
康
福
祉
部

長
は
、「
平
成

年
度
実
績

26

で
該
当
す
る
児
童
は
５
６

０
人
で
補
助
金
が
約
１
億

１
千
万
円
。
年
齢
制
限
を

歳
以
下
に
拡
大
し
た
場

18合
は
新
た
に
５
千
万
円
程

度
の
市
の
負
担
増
に
な
る
」

と
述
べ
、
慎
重
に
検
討
す

べ
き
と
答
え
て
い
ま
す
。

県
内
市
町
村
の
実
態
は
、

最
上
町
の
３
歳
以
上
児
の

保
育
料
無
料
化
を
ト
ッ
プ

に
、
制
限
の
な
い
第
３
子

の
無
料
化
が
３
町
村
、
高

３
以
下
の
第
３
子
が

市
10

町
村
、
中
３
以
下
で
も
２

市
町
で
す
。

遊
佐
町
は
一
気
に
ト

ッ
プ
水
準
へ

今
年
７
月
か
ら
医
療
費

無
料
化
を
高
校
生
ま
で
実

施
し
た
遊
佐
町
は
、
来
年

度
か
ら
町
内
の
３
歳
児
以

上
の
す
べ
て
の
保
育
料
無

料
化
を
検
討
し
て
お
り
、

そ
う
な
れ
ば
一
気
に
ト
ッ

プ
水
準
に
な
り
ま
す
。

榎
本
市
長
が
「
人
口
減

少
問
題
が
喫
緊
の
最
重
要

課
題
」（
市
総
合
戦
略
）
と

い
う
な
ら
鶴
岡
市
も
抜
本

的
に
拡
大
す
べ
き
で
す
。
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（月１７７円程度）
10月 39人 48,109円
9月 33人 35,135円

平成27年度における県内各市町村の保育料の独自減免状況
　　◎国準拠で、第２子が同時入所の場合は半額、第３子以降が同時入所の場合は無料

区分 市町村 独自減免制度

①３歳児以上 無料 最上町 ３歳以上児が最上町に住民登録し、最上町の施設に在籍する場合は保育料が無料

②第１子から半額 村山市 同時入所を問わず第１子から２分の１

舟形町 ３歳以上児は第１子から２分の１

③第３子から無料
朝日町

３歳以上の第２子は5000円の定額。ただし同時入所の場合の半額のいずれか低い額。３歳以上の第３子以降

は無料
金山町 第２子の保育料は半額。第３子の保育料は無料

戸沢村 第３子以降の保育料は無料

④第３子から無料 

（高３以下）

真室川町 同時入所を問わず第１子・第２子は半額。18歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降は無料

飯豊町
同時入所の第２子は徴収金額の３分の１。18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人

以上扶養している場合は第３子以降は無料

庄内町
２号・３号認定について、３歳児未満児で就学している18歳までの兄弟姉妹がいる場合は第２子半額、第３

子以降は無料。４歳児以上児は同時入所の第２子半額、第３子以降無料

尾花沢市
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を２人以上監護し、かつ生計を同じくする場合、

第２子は半額、第３子以降は無料。同時入所の第２子は無料

小国町
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を３人以上監護し、かつ生計を同じくする場合、第

３子以降は無料。同時入所以外の第２子は半額助成
西川町 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上扶養している場合は第３子以降は無料

大江町
同一世帯で３人以上の児童（18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者）を扶養している場合

は第３子以降は無料
鮭川村 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上扶養している場合は第３子以降は無料

高畠町 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上扶養している場合は第３子以降は無料

天童市 18歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降は無料

⑤第３子から無料 

（中３以下）

白鷹町 15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上扶養している場合は第３子以降は無料

南陽市
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上扶養しており、かつ市民税所得割課税

額9万7000円未満の場合は第３子以降は無料
⑥４、５歳児無料

三川町
町内に在籍する４、５歳児の公立幼稚園（保育所に併設）の基本保育料（月額5000円）が無料

保育所は小学生以下の児童が３人以上いる世帯第３子以降は無料

⑦第３子から無料 
（小６以下）

寒河江市 12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上扶養している場合は第３子以降は無料

鶴岡市 小学生以下の児童が３人以上いる世帯の第３子以降は無料

⑧第３子から無料 
（小３以下）

中山町 小学３年生以下の児童が３人以上いる世帯の第３子以降は無料

米沢市 小学３年生以下の児童が３人以上いる世帯の第３子以降は無料

⑨３歳児まで第３子 ９歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を３人以上監護する世帯で、市内に住所を有しか

から無料(小３以下) つ市内の保育所に入所している０～３歳児までの第３子以降は無料
新庄市

⑩同時入所の第２子

は３分の１
酒田市 同時入所の第２子は３分の１

⑪３歳児まで第３子

から半額
上山市 一人入所でも第３子以降で、かつ３歳児未満の場合は基準額の半額

⑫第２子から０．９ 同一世帯に２人以上の児童（18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童）を有する場合で、
大石田町

徴収金額表に定める額となる児童は、徴収金額に０．９を乗じた金額をその児童の保育料の額とする
⑬独自減免なし 遊佐町 ※平成28年度から独自減免の予定。３歳以上の児童で町内に住所があれば、他市に保育委託しても無料

山形市

東根市

長井市

山辺町

河北町

大蔵村

川西町

党市議団調べ2015年10月



ふ
じ
し
ま
秋
ま
つ
り「
つ

や
姫
の
里
」
の
収
穫
祭
が

日
、
藤
島
体
育
館
で
盛

25大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

鶴
北
書
道
ガ
ー
ル
ズ
に

よ
る
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
に
は
拍
手
喝
采
で
、
前

日
は
渡
前
地
区
芸
術
文
化

祭
に
出
場
し
大
活
躍
で
す
。

選
挙
公
約
は
「
ぶ
れ
ま

せ
ん
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
絶
対
反

対
」
だ
っ
た

親
に
、
ケ
ツ
出
し
て
走

り
ま
わ
る
者
ば
っ
か
り
が

馬
鹿
で
は
ね
え
ん
だ
ぞ
、

と
言
わ
れ
た
が
、
性
格
だ

か
ら
治
ら
な
い
と
思
う
。

▲
こ
っ
ち
も
治
ら
な
い
ん

だ
。
自
民
党
の
こ
と
で
す

よ
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
対
策
本
部

を
造
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
対
策
本
部
と
い
う
ヤ

ツ
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
交
渉
が

不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
に

す
る
に
は
と
設
置
す
る
も

の
だ
ろ
う
ゼ
。
今
の
本
部

は
ヘ
ボ
フ
サ
ギ
と
い
う
も

の
で
、
国
民
に
ウ
ソ
を
つ

い
た
か
ら
恰
好
つ
け
て
い

る
ん
だ
。
来
年
夏
の
参
議

院
選
挙
の
た
め
に
ネ
。

▲
彼
ら
の
選
挙
公
約
は
、

「
ぶ
れ
ま
せ
ん
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

絶
対
反
対
で
す
」
だ
っ
た

で
し
ょ
。
そ
し
て
国
会
決

議
も
し
て
い
る
ん
だ
ゼ
。

そ
れ
で
い
て
大
筋
合
意
と

き
た
。

▲
絶
対
反
対
と
言
い
な
が

ら
、
余
っ
て
い
る
と
言
う

米
ま
で
買
う
と
し
て
る
ん

だ
。
今
だ
っ
て
韓
国
で
は
、

義
務
で
な
い
か
ら
と
買
っ

て
な
い
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム

ア
ク
セ
ス
米
を

万
㌧
も

77

買
い
な
が
ら
、
７
万
８
４

０
０
㌧
も
入
れ
よ
う
と
し

て
い
る
ん
だ
ゼ
。

▲
家
に
あ
る
も
の
は
買
う

な
よ
、
と
よ
く
言
う
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
減
反
を
し

な
が
ら
よ
く
こ
ん
な
こ
と

が
出
来
る
も
ん
だ
。
全
く

バ
カ
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

口
を
開
け
ば
「
攻
め
の
農

業
」
だ
。
こ
れ
ま
で
何
回

言
っ
て
き
た
や
、
ダ
ゼ
。

▲
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど

が
ど
ん
な
放
送
を
し
ょ
う

が
、
闘
い
は
こ
れ
か
ら
で

す
よ
。
関
税
が
な
く
な
れ

ば
物
価
が
安
く
な
る
と
い

う
の
は
疑
問
で
す
ヨ
。

▲
条
約
で
す
か
ら
国
会
で

批
准
と
い
う
手
続
き
が
い

る
ん
だ
が
。
反
対
を
公
約

し
た
自
民
党
議
員
は
、
批

准
に
賛
成
す
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
に
国
民
が
バ
カ
に

さ
れ
て
た
ま
る
か
っ
て
ん

だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
許
さ

な
い
大
き
な
闘
い
で
、
調

印
も
批
准
も
阻
止
し
よ
う

ぜ
。
な
あ

み
ん
な
。

（
石
川
）

る
。
旭
川
市
で
の
こ
と
。

市
は
自
衛
官
の
要
請
に
応

じ

歳
か
ら

歳
の
「
適

18

26

齢
者
」
の
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
の
リ
ス
ト
を
提

出
、
書
き
出
し
て
い
っ
た

と
い
う
。

Ｙ
子
さ
ん
は
、「
自
衛
隊

の
広
報
」
を
名
乗
る
男
性

が
息
子
の
勧
誘
に
、
同
級

生
に
も
と
言
う
。
こ
の
背

景
に
は
「
進
ま
ぬ
募
集

相
次
ぐ
除
隊
希
望
」
が
あ

る
と
い
う
。
北
海
道
新
聞

は
「
自
衛
官
志
願
２
割
減

安
保
関
連
法
影
響
か
」

し
ん
ぶ
ん
赤
旗

月

日
付
け

10

26

し
ん
ぶ
ん
赤
旗

月
10

26

日
付
１
面
及
び

面
で
あ

15

と
し
、
高
校
生
の
志
願
者

が
、
道
内
で
前
年
に
比
べ

て
２
１
８
９
人
、

％
減

15

と
２
０
０
７
年
以
降
で
最

小
、「
減
少
は
、
安
倍
晋
三

内
閣
が
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
容
認
を
閣
議
決
定
し

た
昨
年
７
月
以
降
、
加
速

し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

「
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
。

戦
地
に
送
ら
れ
て
自
分
の

命
が
危
な
い
ん
だ
か
ら
、

逃
げ
る
か
、
覚
悟
し
て
腹

を
く
く
る
か
」
と
言
う
自

衛
官
。
ま
た
、
元
担
任
を

訪
れ
、「
先
生
が
い
っ
て
い

た
通
リ
、
自
衛
隊
が
海
外

の
戦
闘
地
域
に
赴
く
と
い

う
、
危
な
い
世
の
中
、
人

殺
し
の
仲
間
に
加
わ
り
た

く
な
い
。
だ
か
ら
辞
め
ま

し
た
」
と
語
る
除
隊
し
た

自
衛
官
。

菊
池
葉
子
共
産
党
北
海

道
議
は
、
自
衛
隊
の
家
庭

訪
問
は
求
人
ル
ー
ル
に
違

反
す
る
の
で
は
と
追
究
、

教
育
長
は
、
ル
ー
ル
維
持

を
自
衛
隊
に
求
め
る
と
答

弁
し
て
い
る
。

藤
島
こ
り
す
保
育
園
民

営
化
で
要
望
署
名

藤
島
こ
り
す
保
育
園
が

来
年
度
か
ら
民
営
化
さ
れ

る
こ
と
に
対
し
、
保
護
者

会
が
不
安
解
消
の
た
め
の

「
要
望
書
」
署
名
運
動
に

立
ち
上
が
っ
て
い
ま
す
。

要
望
書
は
、
市
の
正
規

職
員
を
７
人
以
上
出
向
さ

せ
る
こ
と
や
、
現
在
の
臨

時
職
員
を
継
続
雇
用
す
る

な
ど
６
項
目
を
あ
げ
、
市

に

日
に
提
出
し
ま
す
。

31市
の
方
針
は
保
育
所
現

場
に
行
革
を
押
し
つ
け
、

保
護
者
の
不
安
を
高
め
る

な
ど
少
子
化
対
策
に
逆
行

し
て
い
ま
す
。

加
藤
鉱
一
議
員
は
９
月

議
会
一
般
質
問
で
、「
児
童

に
と
っ
て
先
生
が
替
わ
る

こ
と
の
影
響
は
大
き
い
。

市
職
員
の
派
遣
な
ど
、
市

は
責
任
を
持
っ
て
保
護
者

の
不
安
に
応
え
よ
」
と
訴

え
ま
し
た
。


